
 

 

     

令
和
二
年
六
月
射
水
市
議
会
定
例
会 

   

追 

加 
提 
案 
理 

由 

説 

明 

書 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

                



 

 1

本
日
、
追
加
提
案
い
た
し
ま
し
た
議
案
一
件
に
つ
い
て
、
ご
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
議
案
第
五
十
六
号 

令
和
二
年
度
射
水
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、 

 

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
六
千
六
百
二
十
一
万
六
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
五
百
二
十
九
億
八
千 

八
百
五
十
三
万
円
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

 

去
る
十
二
日
に
成
立
し
た
、
国
の
令
和
二
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
子
育
て
負
担
の
増
加
や
収
入
の
減
少
な
ど
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
ひ
と
り

親
世
帯
に
対
し
、
一
世
帯
当
た
り
五
万
円
、
第
二
子
以
降
は
一
人
当
た
り
三
万
円
を
給
付
す
る
ほ
か
、

収
入
が
大
き
く
減
少
し
た
世
帯
に
は
、
一
世
帯
当
た
り
五
万
円
を
追
加
給
付
す
る
「
ひ
と
り
親
世
帯
臨

時
特
別
給
付
金
給
付
事
業
」
が
創
設
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

子
育
て
と
仕
事
を
一
人
で
担
う
ひ
と
り
親
世
帯
の
支
援
を
行
う
た
め
、
こ
の
給
付
金
を
速
や
か
に
支

給
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
所
要
の
経
費
に
つ
い
て
、
追
加
の
補
正
を
行
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。 
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ま
た
、
今
回
の
国
給
付
金
給
付
事
業
を
踏
ま
え
、
去
る
五
月
臨
時
会
に
て
議
決
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対
し
、
児
童
一
人
当
た
り
五
万
円
を
給
付
す
る
、
市
独
自
の
施
策
「
子
育
て 

 

世
帯
応
援
臨
時
給
付
金
給
付
事
業
」
に
つ
い
て
、
こ
の
た
び
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
ほ
か
、
公
的

年
金
等
の
受
給
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
一
定
の
方
に
対
し
て
も
、
当
該
給
付

金
の
支
給
対
象
と
す
る
要
件
の
拡
充
を
行
う
こ
と
か
ら
、
併
せ
て
追
加
の
補
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

以
上
が
本
日
提
案
い
た
し
ま
し
た
案
件
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 

何
卒
、
慎
重
審
議
の
上
、
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 


